
 

報告第５号 

 

 

 

和解及び損害賠償額決定専決処分につき報告のこと 

 

 著作権侵害に係る和解及び損害賠償額決定につき、地方自治法第１８０条第１項

の規定に基づき専決処分したので、同条第２項の規定により次のとおり報告する。 

 

  令和５年５月１５日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 



専決第４号 

 

 

 

   和解及び損害賠償額決定のこと 

 

 著作権侵害に係る和解及び損害賠償額決定につき、地方自治法第１８０条第１項

の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

  令和５年３月１０日専決 

 

 

 

                明石市長   泉    房   穂 
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記 

 

１ 相 手 方  イラストの著作権者である個人 

 

２ 事案の内容  令和３年７月に明石市立中崎小学校の職員が、相手方が著作権

を有するイラスト１点を無断で使用してプリントを作成し、児童

の保護者に配付するとともに、当該プリントを同校のホームペー

ジに掲載し、損害を与えたもの。 

 

３ 和解の要旨  明石市は、解決金として金５５，０００円を支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、著作権侵害に係る和解及び損害賠償額の決定につき、地方自治法第１８

０条第１項の規定に基づく市長専決処分事項第７項及び第８項の規定により専決処

分したので、同法同条第２項の規定により報告するものである。 
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